
加算②

１段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階

880 880 1,370 1,370 2,066 880 880 1,370 1,370 2,066 880 880 1,370 1,370 2,066 880 880 1,370 1,370 2,066 880 880 1,370 1,370 2,066

300 390 650 1,360 1,445 300 390 650 1,360 1,445 300 390 650 1,360 1,445 300 390 650 1,360 1,445 300 390 650 1,360 1,445

2,049 2,139 2,889 3,599 4,380 2,129 2,219 2,969 3,679 4,460 2,214 2,304 3,054 3,764 4,545 2,295 2,385 3,135 3,845 4,626 2,374 2,464 3,214 3,924 4,705

61,484 64,184 86,684 107,984 131,414 63,878 66,578 89,078 110,378 133,808 66,413 69,113 91,613 112,913 136,343 68,843 71,543 94,043 115,343 138,773 71,231 73,931 96,431 117,731 141,161

246単位/日 ⑤経口維持加算Ⅱ　　　 100単位/月 ⑨安全対策体制加算
30単位/日 （３０日間） ⑥療養食加算 ６単位/回 ⑩看取り介護加算
28単位/日 （１８０日間を限度） ⑦若年性認知症入所者受入加算 120単位/日 ⑪認知症専門ケア加算Ⅰ　　　　 3単位/日

400単位/月 ⑧褥瘡マネジメント加算

介護保険利用者の収入状況に応じて、第１段階～第４段階に区分されます。
それぞれの利用者負担段階の対象者は次のようになります。

　　　　　　 •世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金または生活保護費を 　　【第２段階】 •世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額、合計所得金額及び非課税年金収入額の
   受給されている方 　合計が年額80万円以下の方

【第４段階】 •住民税課税世帯の方

【第３段階②】•世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額、合計所得金額及び
　非課税年金収入額の合計が年額120万円超の方

協力医療機関連携加算（Ⅰ

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）

50／月

10／月

10／月

利用者負担段階とは

【第１段階】

【第３段階①】•世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額、合計所得金額及び
　非課税年金収入額の合計が年額80万円超120万円以下の方

③経口移行加算
④経口維持加算Ⅰ 3単位/月

※2　介護職員等処遇改善加算について、介護サービス費＋加算①の合計の14.0％と計算する為、「その他の加算」が追加される方については、加算後の金額の14.0％の金額となり、加算されます。

※1 その他の加算（該当する方のみの加算となります。）
①入院・外泊時費用 20単位/回
②初期加算

利用者負担段階

居住費（Ｂ）

食事負担額（Ｃ）

利用者負担額合計（Ｄ）＝Ａ+Ｂ+Ｃ

一ヶ月あたりの利用料金（Ｅ）＝Ｄ*30日

サービス費自己負担額（1割）（Ａ） 869 949 1,034 1,115 1,194

介護保険からの給付（9割） 7,816 8,534 9,304 10,033 10,740

サービス費合計 8,685 9,483 10,338 11,148 11,934

※1　その他の加算 下記項目①～⑪に該当する方のみ加算となります。

※2　介護職員等処遇改善加算（14.0％） 1,066 1,164 1,270 1,369 1,466

80

夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロ 210

栄養マネジメント強化加算 110

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 500／月
加算①

日常生活継続支援加算（Ⅱ） 460

看護体制加算（Ⅰ）ロ 40

看護体制加算（Ⅱ）ロ

介護サービス費 6,700 7,400 8,150 8,860 9,550

特別養護老人ホーム楽々楽館 サービス利用料金表　（１割）

【ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）】 令和7年4月1日～

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５



加算②

１段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階

880 880 1,370 1,370 2,066 880 880 1,370 1,370 2,066 880 880 1,370 1,370 2,066 880 880 1,370 1,370 2,066 880 880 1,370 1,370 2,066

300 390 650 1,360 1,445 300 390 650 1,360 1,445 300 390 650 1,360 1,445 300 390 650 1,360 1,445 300 390 650 1,360 1,445

2,917 3,007 3,757 4,467 5,248 3,077 3,167 3,917 4,627 5,408 3,248 3,338 4,088 4,798 5,579 3,410 3,500 4,250 4,960 5,741 3,567 3,657 4,407 5,117 5,898

87,509 90,209 112,709 134,009 157,439 92,297 94,997 117,497 138,797 162,227 97,427 100,127 122,627 143,927 167,357 102,287 104,987 127,487 148,787 172,217 107,003 109,703 132,203 153,503 176,933

246単位/日 ⑤経口維持加算Ⅱ　　　 100単位/月 ⑨安全対策体制加算
30単位/日 （３０日間） ⑥療養食加算 ６単位/回 ⑩看取り介護加算
28単位/日 （１８０日間を限度） ⑦若年性認知症入所者受入加算 120単位/日 ⑪認知症専門ケア加算Ⅰ　　　　 3単位/日

400単位/月 ⑧褥瘡マネジメント加算

介護保険利用者の収入状況に応じて、第１段階～第４段階に区分されます。
それぞれの利用者負担段階の対象者は次のようになります。

　　　　　　 •世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金または生活保護費を 　　【第２段階】 •世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額、合計所得金額及び非課税年金収入額の
   受給されている方 　合計が年額80万円以下の方

【第４段階】 •住民税課税世帯の方

【第３段階②】•世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額、合計所得金額及び
　非課税年金収入額の合計が年額120万円超の方

利用者負担段階とは

【第１段階】

【第３段階①】•世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額、合計所得金額及び
　非課税年金収入額の合計が年額80万円超120万円以下の方

③経口移行加算
④経口維持加算Ⅰ 3単位/月

※2　介護職員等処遇改善加算について、介護サービス費＋加算①の合計の14.0％と計算する為、「その他の加算」が追加される方については、加算後の金額の14.0％の金額となり、加算されます。

※1 その他の加算（該当する方のみの加算となります。）
①入院・外泊時費用 20単位/回
②初期加算

利用者負担段階

居住費（Ｂ）

食事負担額（Ｃ）

利用者負担額合計（Ｄ）＝Ａ+Ｂ+Ｃ

一ヶ月あたりの利用料金（Ｅ）＝Ｄ*30日

サービス費自己負担額（2割）（Ａ） 1,737 1,897 2,068 2,230 2,387

介護保険からの給付（8割） 6,948 7,586 8,270 8,918 9,547

サービス費合計 8,685 9,483 10,338 11,148 11,934

※1　その他の加算 下記項目①～⑪に該当する方のみ加算となります。

※2　介護職員等処遇改善加算（14.0％） 1,066 1,164 1,270 1,369 1,466

協力医療機関連携加算（Ⅰ 50／月

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10／月

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10／月

80

夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロ 210

栄養マネジメント強化加算 110

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 500／月
加算①

日常生活継続支援加算（Ⅱ） 460

看護体制加算（Ⅰ）ロ 40

看護体制加算（Ⅱ）ロ

介護サービス費 6,700 7,400 8,150 8,860 9,550

特別養護老人ホーム楽々楽館 サービス利用料金表　（２割）

【ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）】 令和7年4月1日～

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５



加算②

１段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ４段階

880 880 1,370 1,370 2,066 880 880 1,370 1,370 2,066 880 880 1,370 1,370 2,066 880 880 1,370 1,370 2,066 880 880 1,370 1,370 2,066

300 390 650 1,360 1,445 300 390 650 1,360 1,445 300 390 650 1,360 1,445 300 390 650 1,360 1,445 300 390 650 1,360 1,445

3,786 3,876 4,626 5,336 6,117 4,025 4,115 4,865 5,575 6,356 4,282 4,372 5,122 5,832 6,613 4,525 4,615 5,365 6,075 6,856 4,761 4,851 5,601 6,311 7,092

113,593 116,293 138,793 160,093 183,523 120,745 123,445 145,945 167,245 190,675 128,470 131,170 153,670 174,970 198,400 135,760 138,460 160,960 182,260 205,690 142,834 145,534 168,034 189,334 212,764

246単位/日 ⑤経口維持加算Ⅱ　　　 100単位/月 ⑨安全対策体制加算
30単位/日 （３０日間） ⑥療養食加算 ６単位/回 ⑩看取り介護加算
28単位/日 （１８０日間を限度） ⑦若年性認知症入所者受入加算 120単位/日 ⑪認知症専門ケア加算Ⅰ　　　　 3単位/日

400単位/月 ⑧褥瘡マネジメント加算

介護保険利用者の収入状況に応じて、第１段階～第４段階に区分されます。
それぞれの利用者負担段階の対象者は次のようになります。

　　　　　　 •世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金または生活保護費を 　　【第２段階】 •世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額、合計所得金額及び非課税年金収入額の
   受給されている方 　合計が年額80万円以下の方

【第４段階】 •住民税課税世帯の方

【第３段階②】•世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額、合計所得金額及び
　非課税年金収入額の合計が年額120万円超の方

利用者負担段階とは

【第１段階】

【第３段階①】•世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額、合計所得金額及び
　非課税年金収入額の合計が年額80万円超120万円以下の方

③経口移行加算
④経口維持加算Ⅰ 3単位/月

※2　介護職員等処遇改善加算について、介護サービス費＋加算①の合計の14.0％と計算する為、「その他の加算」が追加される方については、加算後の金額の14.0％の金額となり、加算されます。

※1 その他の加算（該当する方のみの加算となります。）
①入院・外泊時費用 20単位/回
②初期加算

利用者負担段階

居住費（Ｂ）

食事負担額（Ｃ）

利用者負担額合計（Ｄ）＝Ａ+Ｂ+Ｃ

一ヶ月あたりの利用料金（Ｅ）＝Ｄ*30日

サービス費自己負担額（2割）（Ａ） 2,606 2,845 3,102 3,345 3,581

介護保険からの給付（7割） 6,079 6,638 7,236 7,803 8,353

サービス費合計 8,685 9,483 10,338 11,148 11,934

※1　その他の加算 下記項目①～⑪に該当する方のみ加算となります。

※2　介護職員等処遇改善加算（14.0％） 1,066 1,164 1,270 1,369 1,466

協力医療機関連携加算（Ⅰ 50／月

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10／月

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10／月

80

夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロ 210

栄養マネジメント強化加算 110

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 500／月
加算①

日常生活継続支援加算（Ⅱ） 460

看護体制加算（Ⅰ）ロ 40

看護体制加算（Ⅱ）ロ

介護サービス費 6,700 7,400 8,150 8,860 9,550

特別養護老人ホーム楽々楽館 サービス利用料金表　（３割）

【ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）】 令和7年4月1日～

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
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